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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードが第１方向に沿って挿脱可能なスロット、前記スロットの前記第１方向に交差す
る第２方向の一方側で前記第１方向に延びた移動路、及び前記移動路内に配置された当接
部を有するボディであって、当接部が前記第１方向の一方及び前記第２方向の他方の成分
を含む方向に傾斜した傾斜面を有する前記ボディと、
　少なくとも第１位置と前記第１位置よりも前記第１方向の一方に位置する第２位置との
間で前記第１方向に移動自在となるように前記移動路内に収容されたスライダと、
　前記スライダに対して前記第１方向の一方の付勢力を付与する付勢部と、
　前記スライダに設けられ、前記スライダと共に前記第１方向に移動自在なロックバネと
を備えており、
　前記ロックバネは、前記第２方向の一方側から前記カードの係合凹部に係合可能である
係合部を有しており、前記ロックバネは、前記係合部が前記第２方向の一方に変位するよ
うに弾性変形可能であり、
　前記スライダが前記付勢部の前記付勢力によって前記第１位置から前記第２位置へ移動
したとき、前記係合部が前記当接部の前記傾斜面に当接し、
　前記スライダが前記第２位置に位置し且つ前記係合部が前記当接部の前記傾斜面に当接
している状態で、前記第１方向の一方及び前記第２方向の一方の成分を含む方向の荷重が
前記カードから前記係合部に加えられたとき、前記係合部が前記傾斜面に沿って前記第２
方向の一方に変位するカードコネクタ。
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【請求項２】
　請求項１記載のカードコネクタにおいて、
　　前記係合部は、前記傾斜面の傾斜方向と略同方向に傾斜しており且つ前記傾斜面に面
接触可能な傾斜部を有しているカードコネクタ。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のカードコネクタにおいて、
　　前記係合部は、前記当接部の前記傾斜面に当接したときに弾性変形可能であるカード
コネクタ。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カードコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のカードコネクタが下記特許文献１に記載されている。このカードコネクタは、ボ
ディと、スライダと、ロックバネと、第１スプリングと、第２スプリングとを備えている
。ボディは、スロットと、移動路と、リブとを有している。スロットは、ボディに設けら
れたカードが挿脱可能な空間である。移動路は、ボディのスロットの隣に設けられており
且つカードの挿脱方向に延びている。リブは移動路内に配置されている。スライダは、ボ
ディの移動路内の第１位置から第２位置を越えて第３位置へカードと共にスライド可能に
設けられている。スライダは、初期状態で第２位置に位置している。第２位置は、第１位
置よりもカードの排出方向側に位置している。第３位置は、第２位置よりも排出方向側に
位置している。ロックバネは、スライダに設けられており且つスライダと共に挿脱方向に
移動自在である。ロックバネは、カードの係合凹部に係合可能な係合部を有している。ス
ライダが第２位置に位置するとき、ロックバネの係合部は、リブに当接しないため、カー
ドの係合凹部から離れるように変位可能である。ロックバネの係合部がカードの係合凹部
から離れるように変位することにより、ロックバネの係合部とカードの係合凹部との係合
が解除される。一方、スライダが第３位置に位置するとき、ロックバネの係合部がボディ
のリブに当接しカードの係合凹部から離れるように変位することが防止される。第１スプ
リングは、スライダが第１位置に位置するとき、スライダに対して排出方向側への付勢力
を付与する。第２スプリングは、スライダが第３位置に位置するとき、スライダに弾性的
に接触して当該スライダの勢いをころし、スライダを第２位置へ押し戻す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０３４２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　スライダが第２位置を越えて第３位置へ排出方向に移動可能な構成であるため、上記カ
ードコネクタの挿脱方向の寸法の低減を図ることが困難である。また、スライダが第２位
置に位置している状態でロックバネとカードの係合凹部との係合が解除可能であり、且つ
スライダが第３位置に位置している状態で、ロックバネとカードの係合凹部との係合が維
持される構成であるため、上記カードコネクタの構成が複雑化している。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みて創案されたものであって、その目的とするところは、小型
化及び構成の簡略化を図ることができるカードコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記課題を解決するために、本発明の一態様のカードコネクタは、ボディと、スライダ
と、付勢部と、ロックバネとを備えている。ボディは、スロット、移動路及び当接部を有
している。スロット内にカードが第１方向に沿って挿脱可能である。移動路は、スロット
の第２方向の一方側で第１方向に延びている。第２方向は、第１方向に交差している。当
接部は、移動路内に配置されている。当接部は、第１方向の一方及び第２方向の他方の成
分を含む方向に傾斜した傾斜面を有する。スライダは、少なくとも第１位置と第２位置と
の間で前記第１方向に移動自在となるように前記移動路内に収容されている。第２位置は
第１位置よりも前記第１方向の一方に位置する。付勢部は、スライダに対して第１方向の
一方の付勢力を付与する。ロックバネは、スライダに設けられ、スライダと共に第１方向
に移動自在である。ロックバネは、係合部を有している。係合部は、第２方向の一方側か
らカードの係合凹部に係合可能である。ロックバネは、係合部が第２方向の一方に変位す
るように弾性変形可能である。スライダが付勢部の付勢力によって第１位置から第２位置
へ移動したとき、係合部が当接部の傾斜面に当接する。スライダが第２位置に位置し且つ
係合部が当接部の傾斜面に当接した状態で、第１方向の一方及び第２方向の一方の成分を
含む方向の荷重がカードから係合部に加えられたとき、係合部が傾斜面に沿って第２方向
の一方に変位する。
【０００７】
　このような態様のカードコネクタは、以下の技術的特徴を有する。第１に、従来のカー
ドコネクタは、スライダが第２位置より排出方向側の第３位置に位置しているときにロッ
クバネがリブに当接し、カードの飛び出しが防止されている。これに対して、本カードコ
ネクタは、スライダが第２位置に位置したときに、ロックバネの係合部が当接部の傾斜面
に当接するので、スライダが第２位置を越えて第１方向の一方に移動しない。このため、
本カードコネクタの第１方向の寸法の低減（カードコネクタの小型化）を図ることができ
る。第２に、カードコネクタの構成の簡略化を図ることができる。スライダが第２位置に
位置している状態で、カードの飛び出し防止及びカードの取り出しの双方が可能なシンプ
ルな構成となっているからである。具体的には以下の通りである。スライダが付勢部の付
勢力によって第１位置から第２位置へ第１方向の一方（カードの排出方向）に移動したと
き、ロックバネの係合部がボディの当接部の傾斜面に当接する。傾斜面は、第１方向の一
方及び第２方向の他方の成分を含む方向に傾斜しているので、当接時に傾斜面にかかる荷
重に対して生じる応力は、係合部に対して第１方向の他方及び第２方向の他方の成分を含
む方向に作用する。このため、係合部の第２方向の一方への変位が防止され、係合部がカ
ードの係合凹部に係合された状態が維持される。これにより、カードのカードコネクタか
らの飛び出しが防止される。スライダが第２位置に位置し且つ係合部が当接部の傾斜面に
当接している状態で、第１方向の一方及び第２方向の一方の成分を含む方向の荷重がカー
ドから係合部に加えられると、係合部が当接部の傾斜面に沿って第２方向の一方に変位す
るので、係合部がカードの係合凹部から脱する。これにより、カードがカードコネクタの
スロットから取り出し可能となる。
【０００８】
　係合部は、傾斜部を有する構成とすることが可能である。傾斜部は、傾斜面の傾斜方向
と略同方向に傾斜しており且つ傾斜面に対して面接触可能な構成とすることが可能である
。
【０００９】
　このような態様のカードコネクタによる場合、第１方向の一方及び第２方向の一方の成
分を含む方向の荷重がカードから係合部に加えられたとき、係合部が当接部の傾斜面に沿
って第２方向の一方に変位し易くなる。なぜなら、カードから受ける荷重が係合部の傾斜
部から当接部の傾斜面に伝わり易くなり、当該荷重に対する応力が係合部を当接部の傾斜
面に沿って変位させる力として作用し易くなるからである。
【００１０】
　係合部は、当接部の傾斜面に当接したときに弾性変形可能な構成とすることが可能であ
る。このような態様のカードコネクタによる場合、係合部が弾性変形することにより、係
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合部が当接部の傾斜面に当接する際の衝撃を和らげることができる。なお、係合部は、鉤
状の板バネで構成することが可能である。又は、係合部は、ゴム等の弾性体で構成するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】本発明の実施例に係るカードコネクタの正面、平面及び右側面から表した斜視
図である。
【図１Ｂ】前記カードコネクタのボディ、スライダ、ロックバネ、付勢部及びハートカム
機構の正面、平面及び左側面から表した斜視図であって、前記スライダが第２位置に位置
している状態を示す図である。
【図２Ａ】前記カードコネクタの正面、平面及び右側面から表した分解斜視図である。
【図２Ｂ】前記カードコネクタの背面、底面及び右側面から表した分解斜視図である。
【図３Ａ】前記カードコネクタ及び前記カードの図１Ａ中の３Ａ－３Ａ断面図であって、
前記スライダが第１位置を越えて押し込まれた状態を示す図である。
【図３Ｂ】前記カードコネクタ及び前記カードコネクタに挿入されたカードの図１Ａ中の
３Ａ－３Ａ断面図であって、前記スライダが第１位置に位置している状態を示す図である
。
【図３Ｃ】前記カードコネクタ及び前記カードの図１Ａ中の３Ａ－３Ａ断面図であって、
前記スライダが第２位置に位置している状態を示す図である。
【図３Ｄ】前記カードコネクタ及び前記カードの図１Ａ中の３Ａ－３Ａ断面図であって、
前記スライダが第２位置に位置し且つ前記ロックバネの係合部と前記カードの係合凹部と
の係合が解除された状態を示す図である。
【図３Ｅ】前記カードコネクタ及び前記カードの図１Ａ中の３Ａ－３Ａ断面図であって、
前記スライダが第２位置に位置し且つ前記ロックバネの係合部と前記カードの係合凹部と
の係合が維持された状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例に係るカードコネクタＣついて図１Ａ～図３Ｅを参照しつつ説明
する。カードコネクタＣは、カードＭが接続可能なコネクタである。以下、これらについ
て詳しく説明する。なお、図２Ａ～図３Ｅに示されるＹ－Ｙ’方向は、カードＭのカード
コネクタＣに対する挿脱方向に相当し且つ特許請求の範囲の第１方向に相当する。Ｙ方向
はカードＭの排出方向に相当し且つ特許請求の範囲の第１方向の一方に相当し、且つＹ’
方向はカードＭの挿入方向（排出方向の反対方向）に相当し且つ第１方向の他方に相当す
る。図２Ａ～図３Ｅに示されるＸ－Ｘ’方向は、Ｙ－Ｙ’方向に直角に交差している。Ｘ
方向は、特許請求の範囲の第２方向の一方に相当し、且つＸ’方向は特許請求の範囲の第
２方向の他方に相当する。図２Ａ及び図２Ｂに示されるＺ－Ｚ’方向は、Ｙ－Ｙ’方向及
びＸ－Ｘ’方向に直角に交差している。
【００１３】
　カードＭは、例えば、ＩＣカード、ＰＣカード、ＳＩＭカード、ＳＤカード、ｍｉｎｉ
ＳＤカード等である。カードＭは、図３Ａ～図３Ｅに良く示されているように、係合凹部
Ｍ１と、図示しない複数の電極とを備えている。係合凹部Ｍ１は、カードＭのＸ方向側の
端部の中央部に設けられている。複数の電極は、カードＭのＺ’方向側の端面（底面）に
設けられている。
【００１４】
　カードコネクタＣは、ボディ１００と、複数の端子２００と、スライダ３００と、ロッ
クバネ４００と、付勢部５００とを備えている。
【００１５】
　ボディ１００は絶縁樹脂で構成されている。ボディ１００は、スロット１１０を有して
いる。スロット１１０は、ボディ１００に設けられた凹部であって、Ｙ－Ｙ’方向に延び
ている。スロット１１０は、少なくともＹ方向に開口している。スロット１１０は、Ｚ方
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向に開口していても良いし、開口していなくても良い。スロット１１０のＸ－Ｘ’方向の
寸法は、カードＭのＸ－Ｘ’方向の寸法に対応している。スロット１１０のＹ－Ｙ’方向
の寸法は、カードＭのＹ－Ｙ’方向の寸法よりも小さい。スロット１１０内にカードＭが
Ｙ－Ｙ’方向に沿って挿脱自在となっている。なお、図３Ｂに示されるカードＭの位置が
、カードＭがカードコネクタＣに接続される接続位置である。図３Ｃに示されるカードＭ
の位置は、カードＭがカードコネクタＣのスロット１１０から排出可能な排出位置である
。
【００１６】
　端子２００は、接触部２１０及び接続部２２０を有している。端子２００は、接触部２
１０がスロット１１０内に位置し且つ接続部２２０がボディ１００から外部に突出するよ
うにボディ１００に保持されていると良い。例えば、端子２００は、ボディ１００内にイ
ンサート成形されていても良いし、ボディ１００の図示しない保持溝や保持孔に保持され
ていても良い。接触部２１０は、上記接続位置に位置したカードＭの電極の位置に応じて
配置されている。接続部２２０は、カードコネクタＣが実装される図示しない基板等の電
極の位置に応じて配置されている。図１Ｂ～図３Ｅでは、端子２００は、接触部２１０が
スロット１１０内に位置し且つ接続部２２０がボディ１００のＹ’の端面からＹ’方向に
突出するようにボディ１００内にインサート成形されている。
【００１７】
　ボディ１００は移動路１２０を更に有している。移動路１２０は、ボディ１００のスロ
ット１１０よりＸ方向の部分に設けられており且つＹ－Ｙ’方向に延びている。移動路１
２０はスロット１１０に連通している。移動路１２０はスライダ３００を収容している。
スライダ３００は、カードＭと共に、少なくとも移動路１２０内の第１位置と第２位置と
の間でＹ－Ｙ’方向に移動自在となっている。第１位置は、カードＭが接続位置に位置す
るときのスライダ３００の位置である。第２位置は、第１位置よりもＹ方向側の位置であ
って、カードＭが排出位置に位置するときのスライダ３００の位置である。第２位置は、
カードＭが挿入されていないときのスライダ３００の初期位置でもある。
【００１８】
　移動路１２０は、Ｘ方向のガイド１２１と、Ｘ’方向のガイド１２２とを有していても
良い。ガイド１２１及びガイド１２２は、その間でスライダ３００をＹ－Ｙ’方向に移動
自在にガイドできれば良い。例えば、ガイド１２１は移動路１２０のＸ方向の壁面、移動
路１２０内に設けられており且つＹ－Ｙ’方向に延びた突脈、及び移動路１２０内に設け
られており且つＹ－Ｙ’方向に間隔をあけて配置された複数の突起等の何れか一つとする
ことが可能である。ガイド１２２は移動路１２０のＸ’方向の壁面、移動路１２０内に設
けられており且つＹ－Ｙ’方向に延びた突脈、及び移動路１２０内に設けられており且つ
Ｙ－Ｙ’方向に間隔をあけて配置された複数の突起等の何れか一つとすることが可能であ
る。ガイド１２２のＺ－Ｚ’方向の寸法は、スライダ３００及びロックバネ４００と干渉
しない寸法に設定されていると良い。この場合、ガイド１２２のＺ方向側で移動路１２０
とスロット１１０が連通している。又は、ガイド１２２には、スライダ３００及びロック
バネ４００と干渉を避けるための開口が設けられていても良い。この場合、開口を通じて
移動路１２０とスロット１１０が連通している。
【００１９】
　スライダ３００は、Ｘ方向のランナ３１０と、Ｘ’方向のランナ３２０とを有していて
も良い。ランナ３１０はガイド１２１に沿ってＹ－Ｙ’方向に移動自在であり、ランナ３
２０はガイド１２２に沿ってＹ－Ｙ’方向に移動自在であれば良い。例えば、ランナ３１
０はスライダ３００のＸ方向の端面、スライダ３００に設けられており且つＹ－Ｙ’方向
に延びた突脈、及びスライダ３００に設けられており且つＹ－Ｙ’方向に間隔をあけて配
置された複数の突起等の何れか一つとすることが可能である。ランナ３２０はスライダ３
００のＸ’方向の端面、スライダ３００に設けられており且つＹ－Ｙ’方向に延びた突脈
、及びスライダ３００に設けられており且つＹ－Ｙ’方向に間隔をあけて配置された複数
の突起等の何れか一つとすることが可能である。
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【００２０】
　図１Ｂ～図３Ｅでは、ガイド１２１は移動路１２０のＸ方向の壁面であり、ガイド１２
２は、移動路１２０の底面のＸ’方向の端に設けられており且つＹ－Ｙ’方向に延びた突
脈である。ランナ３１０はスライダ３００のＸ方向の端面であり、ランナ３２０は、スラ
イダ３００のＺ’方向の面に設けられ且つＹ－Ｙ’方向に延びた突脈である。
【００２１】
　付勢部５００は、スライダ３００に対してＹ方向の付勢力を付与し得るものであれば良
い。付勢部５００は、例えば、コイルスプリング、板バネやゴム等の弾性体とすることが
できる。付勢部５００は、スライダ３００とボディ１００の一部との間に圧縮状態で配置
されていても良いし、スライダ３００をＹ方向に付勢し得るようにボディ１００内に位置
固定されていても良い。付勢部５００は、ボディ１００の移動路１２０内に配置されてい
る良いし、移動路１２０外に配置されていても良い。図１Ｂ及び図３Ａ～図３Ｅでは、付
勢部５００は、移動路１２０内の当該移動路１２０のＹ’方向の壁とスライダ３００との
間に圧縮状態で配置されたコイルスプリングである。移動路１２０のＹ’方向の壁には、
付勢部５００内に挿入された円柱１４０が設けられている。スライダ３００のＹ’方向の
端部には、付勢部５００のＹ方向の端部を収容する収容凹部３３０が設けられている。
【００２２】
　スライダ３００は、保持部３４０を更に有していると良い。保持部３４０は、ロックバ
ネ４００を保持している。保持部３４０は、ロックバネ４００を部分的に保持する保持溝
や保持孔であっても良いし、ロックバネ４００が部分的にインサート成形されるスライダ
３００の一部であっても良い。保持部３４０は、スライダ３００の任意の箇所に設けるこ
とが可能である。保持部３４０は、スライダ３００のＺ’方向の面に設けられていても良
いし、スライダ３００のＹ方向の端部の一部であっても良い。図２Ｂ～図３Ｅでは、保持
部３４０は、ブロックと、保持溝を有している。ブロックはスライダ３００のＺ’方向の
面のランナ３２０よりもＸ方向側の部分に設けられている。保持溝はブロックに設けられ
ている。
【００２３】
　ロックバネ４００は、係合部４１０を有している。ロックバネ４００は、係合部４１０
がＸ方向に変位するように弾性変形可能な構成であれば良い。ロックバネ４００は、板バ
ネ、樹脂、ゴム、板バネと樹脂の組み合わせ、板バネとゴムの組み合わせ、樹脂とゴムの
組み合わせ、又は板バネ、樹脂及びゴムの組み合わせ等で構成されている。係合部４１０
は、スライダ３００から部分的にＸ’方向に突出し、スロット１１０内に部分的に位置し
ている。係合部４１０は、カードＭの係合凹部Ｍ１に係合可能である。
【００２４】
　ボディ１００は、当接部１３０を更に有している。当接部１３０は移動路１２０内に配
置されており且つ傾斜面１３１を有していれば良い。当接部１３０は、例えば、移動路１
２０内に配置されたリブ又は移動路１２０の壁の一部とすることが可能である。傾斜面１
３１は、Ｙ方向及びＸ’方向の成分を有する方向に傾斜している。傾斜面１３１は、Ｚ－
Ｚ’方向に対してフラット（水平）であっても良いし、Ｚ方向及びＺ’方向の何れかに更
に傾斜していても良い。図３Ａ～図３Ｅでは、前者が採用されている。当接部１３０の傾
斜面１３１は、スライダ３００が第２位置に位置したときに、Ｙ方向側からロックバネ４
００の係合部４１０に当接可能なボディ１００の一部である。係合部４１０が傾斜面１３
１に当接するときに傾斜面１３１にかかる荷重に対して応力が生じる。傾斜面１３１は前
述のとおり傾斜しているので、前記応力は、係合部４１０に対してＹ’方向及びＸ’方向
の成分を有する方向に作用する。このため、係合部４１０のＸ方向の変位が防止される。
係合部４１０がカードＭの係合凹部Ｍ１に係合されていない場合、係合部４１０の変位の
防止と付勢部５００のＹ方向の付勢力とによって、係合部４１０が傾斜面１３１に当接し
た状態が維持される。これにより、スライダ３００が第２位置に位置した状態が維持され
る。係合部４１０がカードＭの係合凹部Ｍ１に係合されている場合、係合部４１０の変位
の防止が、係合部４１０と係合凹部Ｍ１との係合を維持する。これにより、カードＭのカ
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ードコネクタＣのスロット１１０からの飛び出しが防止される。
                                                                                
【００２５】
　スライダ３００が第２位置に位置し且つ係合部４１０が当接部１３０の傾斜面１３１に
当接した状態で、カードＭの係合凹部Ｍ１のＹ’方向の壁からＹ方向及びＸ方向の成分を
含む方向の荷重が係合部４１０に加えられたとき、係合部４１０は当接部１３０の傾斜面
１３１に沿ってＸ方向に変位する。このため、係合部４１０がカードＭの係合凹部Ｍ１か
ら脱し、係合部４１０と係合凹部Ｍ１との係合が解除される。これにより、カードＭがカ
ードコネクタＣのスロット１１０から取り出し可能となる。
【００２６】
　係合部４１０は、当接部１３０の傾斜面１３１に当接するときに弾性変形可能な構成と
することが可能である。例えば、係合部４１０は、鉤状に折り曲げられた板バネ又は樹脂
板、ゴム等の弾性体とすることが可能である。前者の場合、ロックバネ４００の係合部４
１０以外の部分は、板バネ又は樹脂板で係合部４１０と一体的に構成されていても良いし
、係合部４１０に接続された樹脂や弾性体で構成されていても良い。後者の場合、ロック
バネ４００の係合部４１０以外の部分は、ゴム等の弾性体で係合部４１０と一体的に構成
されていても良いし、係合部４１０に接続された板バネ又は樹脂で構成されていても良い
。係合部４１０は、当接時に係合部４１０のＹ－Ｙ’方向の寸法が縮小するように弾性変
形する構成とすることが可能である。又は、係合部４１０は、当接時に係合部４１０のＹ
－Ｙ’方向の寸法が縮小し且つ係合部４１０のＸ－Ｘ’方向の寸法が拡大するように弾性
変形する構成とすることが可能である。図３Ｅでは、後者が示されている。
【００２７】
　係合部４１０は、第１傾斜部４１１（特許請求の範囲の傾斜部に相当する。）を有する
構成とすることが可能である。第１傾斜部４１１は、当接部１３０の傾斜面１３１の傾斜
方向と同方向に延びている。第１傾斜部４１１は、当接部１３０の傾斜面１３１に面接触
可能である。
【００２８】
　ロックバネ４００は、基部４２０と、中間部４３０とを更に有する構成とすることが可
能である。基部４２０は、スライダ３００の保持部３４０に保持される部分である。中間
部４３０は、基部４２０から係合部４１０にＹ－Ｙ’方向に延びている。係合部４１０が
Ｘ方向に変位するときに、中間部４３０がＸ方向に弾性変形するようになっている。
【００２９】
　図３Ａ～図３Ｅでは、ロックバネ４００が板バネで構成されている。ロックバネ４００
の基部４２０は略Ｌ字状であり、保持部３４０の保持溝に圧入され、保持されている。ロ
ックバネ４００の中間部４３０は、ランナ３２０のＸ方向側の面に沿ってＹ－Ｙ’方向に
延びた直線状の板であって、Ｘ方向に弾性変形可能である。中間部４３０は、ランナ３２
０によりＸ’方向の所定以上の弾性変形が防止されている。ロックバネ４００の係合部４
１０は、鉤状に折り曲げられている。係合部４１０は、第１傾斜部４１１と、第２傾斜部
４１２と、連結部４１３とを有している。第２傾斜部４１２は、第１傾斜部４１１に対し
て略平行に延びている。連結部４１３は、第１傾斜部４１１のＸ’方向側の端と、第２傾
斜部４１２のＸ’方向側の端とを連結している。第２傾斜部４１２と連結部４１３とが突
き合わされる角部が、スロット１１０内に位置し且つカードＭの係合凹部Ｍ１に係合可能
な部分である。なお、第２傾斜部４１２及び連結部４１３は省略可能である。
【００３０】
　スライダ３００は、突部３５０を更に有していると良い。突部３５０は、スライダ３０
０からＸ’方向に突出している。突部３５０は、スロット１１０内に位置している。ガイ
ド１２２が設けられている場合、ガイド１２２のＺ－Ｚ’方向の寸法は、突部３５０と干
渉しない寸法に設定されている又はガイド１２２は、突部３５０と干渉を避けるための開
口が設けられていると良い。この場合、カードＭは、突部３５０に嵌合可能な嵌合凹部Ｍ
２を更に備えていると良い。嵌合凹部Ｍ２は、カードＭのＸ方向及びＹ’方向の角部に設
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けられており、Ｘ方向及びＹ’方向に各々開口している。嵌合凹部Ｍ２の形は、突部３５
０の外形に応じて設定されていると良い。スライダ３００が第２位置に位置しているとき
、突部３５０が嵌合凹部Ｍ２に嵌合する。スライダ３００が第２位置から第１位置にかけ
て移動するときに、突部３５０がカードＭに押圧される。一方、付勢部５００の付勢力に
よってスライダ３００が第１位置から第２位置にかけて移動するとき、突部３５０がカー
ドＭを押圧する。なお、ロックバネ４００の係合部４１０とカードＭの係合凹部Ｍ１との
係合のみで、スライダ３００がカードＭと共に移動可能である場合、突部３５０は省略可
能である。
【００３１】
　カードコネクタＣはハートカム機構Ｈを更に備えていても良い。ハートカム機構Ｈは、
ピンＨ１と、カム溝Ｈ２とを有している。カム溝Ｈ２は、スライダ３００のＺ方向側の面
に設けられている。ピンＨ１は略Ｕ字状であって、長さ方向の第１端及び第２端を有して
いる。ピンＨ１の第１端がボディ１００の移動路１２０のＹ方向の壁に回転自在に軸支さ
れている。ピンＨ１の第２端は、スライダ３００の移動に応じてカム溝Ｈ２内を移動自在
となるように、当該カム溝Ｈ２内に挿入されている。カム溝Ｈ２は、スライダ３００が第
１位置を越えてＹ’方向に押し込まれると、ピンＨ１の第２端を位置固定する一方、再度
Ｙ’方向に押し込むことによって当該位置固定を解除する形状となっている。このように
カードコネクタＣがハートカム機構Ｈを備えている場合、スライダ３００は、第１位置を
越えてハートカム機構Ｈの位置固定／位置固定解除の第３位置まで移動可能である。第３
位置は、第１位置よりもＹ’方向の位置である。なお、ハートカム機構Ｈは省略可能であ
る。
【００３２】
　カードコネクタＣは、カバー６００を更に備えていても良い。カバー６００は、ボディ
１００に取り付けられ、少なくとも移動路１２０をＺ方向側から覆っている。ボディ１０
０のスロット１１０がＺ方向に開口している場合には、カバー６００はスロット１１０及
び移動路１２０を覆う。カバー６００は、付勢部５００を有する構成とすることが可能で
ある。例えば、カバー６００の一部をカットし、移動路１２０に向けて折り曲げることが
可能である。この場合、付勢部５００は、カバー６００の一部で構成された板バネとなる
。なお、カバー６００は省略可能である。
【００３３】
　以下、図１Ａ～図３Ｅに示されるカードコネクタＣの組み立て手順について詳しく説明
する。ロックバネ４００及びスライダ３００を用意する。ロックバネ４００の基部４２０
をスライダ３００の保持部３４０に保持させ、ロックバネ４００の中間部４３０をスライ
ダ３００のランナ３２０のＸ方向側に配置させ、且つロックバネ４００の係合部４１０を
スライダ３００からＸ’方向に突出させる。その後、付勢部５００を用意する。付勢部５
００のＹ方向の端部をスライダ３００の収容凹部３３０に収容させる。その後、ボディ１
００及び複数の端子２００を用意する。端子２００はボディ１００内にインサート成形さ
れ、端子２００の接触部２１０がスロット１１０内に配置され、且つ端子２００の接続部
２２０がボディ１００からＹ’方向に突出している。付勢部５００のＹ’方向の端部内に
ボディ１００の円柱１４０を挿入すると共に、スライダ３００及びロックバネ４００をボ
ディ１００の移動路１２０内に収容する。このとき、スライダ３００のランナ３１０が移
動路１２０のガイド１２１に沿ってＹ－Ｙ’方向に移動自在に配置され、スライダ３００
のランナ３２０が移動路１２０のガイド１２２に沿ってＹ－Ｙ’方向に移動自在に配置さ
れる。その後、ハートカム機構ＨのピンＨ１を用意する。ピンＨ１の第１端をボディ１０
０の移動路１２０のＹ方向の壁に取り付けると共に、ピンＨ１の第２端をスライダ３００
のカム溝Ｈ２に係合させる。その後、カバー６００を用意する。カバー６００をボディ１
００に取り付ける。これにより、カバー６００がボディ１００のスロット１１０及び移動
路１２０を覆う。このようにカードコネクタＣが組み立てられる。
【００３４】
　以下、図１Ａ～図３Ｅに示されるカードコネクタＣにカードＭが挿入される手順につい
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て詳しく説明する。カードＭがカードコネクタＣのスロット１１０内に挿入される。する
と、第２位置に位置するスライダ３００の突部３５０がカードＭの嵌合凹部Ｍ２に嵌合す
ると共に、ロックバネ４００の係合部４１０がカードＭの係合凹部Ｍ１に係合される（図
３Ｃ参照）。その後、カードＭがカードコネクタＣのスロット１１０内に更に挿入される
と、図３Ａに示されるように、スライダ３００及びロックバネ４００が第２位置から第１
位置を越えて第３位置へカードＭと共に移動する。換言すると、カードＭが排出位置から
接続位置を越えてＹ’方向へスライダ３００と共に移動する（図３Ｂ参照）。これにより
、ハートカム機構Ｈがスライダ３００を第１位置で位置固定する。スライダ３００が第１
位置に位置し且つカードＭが接続位置に位置すると、カードＭの電極がカードコネクタＣ
の端子２００の接触部２１０に各々接触する。このようにしてカードＭがカードコネクタ
Ｃのスロット１１０に挿入され、カードＭがカードコネクタＣに接続される。
【００３５】
　以下、図１Ａ～図３Ｅに示されるカードコネクタＣからカードＭが排出される手順につ
いて詳しく説明する。カードＭを接続位置からＹ’方向に押し込む。すると、スライダ３
００が第１位置から第３位置に移動する。これにより、ハートカム機構Ｈのスライダ３０
０に対する位置固定が解除される。カードＭが解放されると、付勢部５００のＹ方向の付
勢力によって、スライダ３００及びロックバネ４００が第１位置から第２位置へ移動する
。スライダ３００が第２位置に位置すると、ロックバネ４００の係合部４１０の第１傾斜
部４１１がボディ１００の当接部１３０の傾斜面１３１に面接触する（当接する）。
【００３６】
　係合部４１０が所定範囲の荷重でボディ１００の当接部１３０の傾斜面１３１に当接し
た場合（図３Ｃ参照）、傾斜面１３１にかかる荷重に対して生じる応力が、係合部４１０
に対してＹ’方向及びＸ’方向の成分を有する方向に作用するので、係合部４１０の第１
傾斜部４１１が傾斜面１３１に面接触した状態が維持される。よって、係合部４１０のＸ
方向への変位が防止され、係合部４１０とカードＭの係合凹部Ｍ１との係合が維持される
。この状態で、カードＭが引き抜かれると、カードＭの係合凹部Ｍ１のＹ’方向の壁によ
って、係合部４１０が押圧される。この押圧時に、カードＭの係合凹部Ｍ１のＹ’方向の
壁からＹ方向及びＸ方向の成分を含む方向の荷重が係合部４１０に加えられる。この荷重
によって、図３Ｄに示されるように係合部４１０の第１傾斜部４１１が当接部１３０の傾
斜面１３１に沿ってＸ方向に変位する。これにより、係合部４１０とカードＭの係合凹部
Ｍ１との係合が解除される。よって、カードＭがスロット１１０から容易に取り出される
。
【００３７】
　係合部４１０が所定範囲以上の荷重でボディ１００の当接部１３０の傾斜面１３１に当
接した場合（図３Ｅ参照）、係合部４１０が弾性変形する。この場合も、傾斜面１３１に
かかる荷重に対して生じる応力が、係合部４１０に対してＹ’方向及びＸ’方向の成分を
有する方向に作用するので、係合部４１０が傾斜面１３１に当接した状態が維持される。
よって、係合部４１０のＸ方向への変位が防止され、係合部４１０とカードＭの係合凹部
Ｍ１との係合が維持される。このようにカードＭのスロット１１０からの飛び出しが防止
される。係合部４１０が復元すると、スライダ３００が第２位置に位置し且つロックバネ
４００の係合部４１０の第１傾斜部４１１が傾斜面１３１に面接触した状態となるので、
上記の通りカードＭを取り出すことが可能になる。
【００３８】
　以上のようなカードコネクタＣは以下の技術的特徴を有する。第１に、従来のカードコ
ネクタは、スライダが第２位置よりＹ方向側の飛び出し防止位置に位置しているときにロ
ックバネがリブに当接し、カードの飛び出しが防止される。これに対して、カードコネク
タＣは、スライダ３００が第２位置に位置しているときに、ロックバネ４００が当接部１
３０の傾斜面１３１に当接することによって、ロックバネ４００の係合部４１０の変位が
防止され、カードＭの飛び出しが防止される。また、スライダ３００が第２位置に位置し
ているときに、カードＭから荷重を受けることによって、係合部４１０がＸ方向に変位す
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る。このようにスライダ３００が第２位置を越えてＹ方向に移動しないので、カードコネ
クタＣのＹ－Ｙ’方向の寸法を低減することができ、その結果、カードコネクタＣの小型
化を図ることができる。
【００３９】
　第２に、カードコネクタＣの構成の簡略化を図ることができる。カードコネクタＣは、
スライダ３００が第２位置に位置している状態で、カードＭの飛び出し防止及びカードＭ
の取り出しの双方が可能なシンプルな構成となっているからである。
【００４０】
　第３に、当接部１３０がボディ１００の一部で構成されている場合、カードコネクタＣ
は、スライダ３００をＹ方向に付勢するための付勢部５００のみを必須の構成要素として
いる。よって、カードコネクタＣは、従来のカードコネクタのようにスライダが第２位置
を越えてＹ方向に移動したときに、第２位置へ押し戻すための付勢部を必要としないので
、カードコネクタＣの部品点数が低減される。
【００４１】
　第４に、係合部４１０が第１傾斜部４１１を有する場合、カードＭから係合部４１０が
荷重を受けたときに、係合部４１０が当接部１３０の傾斜面１３１に沿ってＸ方向に変位
し易くなる。第１傾斜部４１１が、傾斜面１３１の傾斜方向と略同方向に傾斜しているた
め、カードＭから受ける荷重が係合部４１０の第１傾斜部４１１から傾斜面１３１に伝わ
り易くなり、当該荷重に対する応力が係合部４１０を傾斜面１３１に沿って変位させる力
として作用し易くなるからである。
【００４２】
　第５に、ロックバネ４００の係合部４１０がボディ１００の当接部１３０に当接すると
きの衝撃を和らげることができる。係合部４１０が当接部１３０に当接するときに弾性変
形可能であるためである。
【００４３】
　なお、上記したカードコネクタは、上記実施例に限定されるものではなく、特許請求の
範囲の記載範囲において任意に設計変更することが可能である。
【００４４】
　上記実施例におけるカードコネクタの何れかの態様の各構成要素を構成する素材、形状
、寸法、数及び配置等はその一例を説明したものであって、同様の機能を実現し得る限り
任意に設計変更することが可能である。カードコネクタの上記した何れかの態様の各構成
要件は、互いに矛盾しない限り、相互に組み合わせることが可能である。本発明の第１方
向は、カードのカードコネクタのスロットに対する挿脱方向である限り任意に設定可能で
ある。第１方向の一方は、カードの排出方向である限り任意に設定可能である。本発明の
第２方向は、第１方向に交差している限り任意に設定可能である。
【符号の説明】
【００４５】
　Ｃ：カードコネクタ
　　１００：ボディ
　　　１１０：スロット
　　　１２０：移動路
　　　　１２１：ガイド
　　　　１２２：ガイド
　　　１３０：当接部
　　　　１３１：傾斜面
　　　１４０：円柱
　　２００：端子
　　　２１０：接触部
　　　２２０：接続部
　　３００：スライダ
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　　　３１０：ランナ
　　　３２０：ランナ
　　　３３０：収容凹部
　　　３４０：保持部
　　　３５０：突部
　　４００：ロックバネ
　　　４１０：係合部
　　　　４１１：第１傾斜部（ロックバネの傾斜部）
　　　　４１２：第２傾斜部
　　　　４１３：連結部
　　　４２０：基部
　　　４３０：中間部
　　５００：付勢部
　　Ｈ：ハートカム機構
　　　Ｈ１：ピン
　　　Ｈ２：カム溝
　Ｍ：カード
　　Ｍ１：係合凹部
　　Ｍ２：嵌合凹部
 

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図３Ｅ】



(14) JP 6471048 B2 2019.2.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  登録実用新案第３１３５２６２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１０－１６５１３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１００２１０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｒ　　１３／５６　－　１３／７２
              Ｈ０１Ｒ　　１２／００　－　１２／９１
              Ｇ０６Ｋ　　　７／００
              　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

